
　市ではデジタル化社会の実現に向けて、その基盤となるマイナンバーカードの普及促進に取り組んでいます。
令和５年５月8日からは、マイナンバーカードのより一層の普及に向けて、郵便局（市内４局）・加太出張所で、マイ
ナンバーカードの申請受付を開始します。
　マイナンバーカードに使用する顔写真の無料撮影、申請書記入支援などを予約不要で実施しますので、マイナ
ンバーカードの作成を希望する人は、ぜひご利用ください。

問合先  市民課戸籍住民グループ（☎84－5004）

（郵便局）
▶亀山郵便局（東御幸町22番地3）
▶亀山井田川郵便局（井田川町501番地6）
▶川崎郵便局（川崎町4940番地）
▶野登郵便局（両尾町1870番地）
（公共施設）
▶加太出張所（加太板屋4622番地1）

●受付日時　平日の午前９時～午後５時（予約不要）
　※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
●担当者がマイナンバーカードの申請をサポートします。
● 未歳51。いさだくし越おが人本、でのすまし影撮を真写顔 
満の人、成年被後見人は、法定代理人と一緒にお越しくだ
さい。
● 。んせまりあに特はのもるす参持 
● き届が」書知通付交「に地所住、で半月カ１約後請申ので口窓 
ます。本人確認書類等の必要書類を持参して、市役所本庁ま
たは関支所でマイナンバーカードを受け取ってください。
● 呈進てしとンーペンャキの自独市、はに人たれさ請申で局便郵 
するQUOカード（1，000円分）の代わりに粗品を進呈します。。いさだくせ合い問お、はくし詳。すまりな異が物ち持はと局便郵 ※

●申請受付の実施施設など

●申請の流れ

●郵便局等で申請できる人（次のすべてに該当する人）

令和5年5月8日スタート！

郵便局（市内４局）・加太出張所で、
マイナンバーカードの申請ができます

①亀山市に住民登録がある人
②マイナンバーカードを新規に申請する人
③申請後２カ月以内に市外へ転出する予定のない人
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